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学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会議事日程

令和７年１０月３１日 午前１０時開議 全員協議会室

日程第１ 証人尋問

日程第２ その他
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◎開会及び開議の宣告

〇委員長（内海まさかず君） ただいまの出席委員は10名で、定足数に達しております。

ただいまから学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調査特別委員会を開会いたし

ます。

（午前１０時００分）

◎諸報告

〇委員長（内海まさかず君） 議事に入る前に申し上げます。

本委員会は原則公開といたします。ただし、個人情報や名誉に関わる調査等を行う場合などにお

いては秘密会とすること、証人が証言しやすい環境づくりが必要な場合などにおいては傍聴を制限

する、また傍聴者の退場をお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、本件に関わる資料は、100条調査を行うために提出いただき、本市議会でお預かりしてい

るものであります。したがいまして、資料を外部に出したり、閲覧させたりすることがないように、

その取扱いについてはご注意お願いいたします。特に税務情報や個人情報、企業の技術、ノウハウ

などが含まれている資料につきましては、その取扱い及び会議におけるご発言にご留意いただきま

すようお願いいたします。

◎議事日程の報告

〇委員長（内海まさかず君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

◎証人尋問

〇委員長（内海まさかず君） 日程第１、証人尋問を行います。

当委員会に付託されました調査項目は、学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する事

項であります。

本日は、本件について、厚木雅之さん、小川稔さんの２名から証言を求めることにいたします。

委員各位に申し上げます。本日は、限られた時間の中で証人の方に証言を求めるものであります

ので、的確なご発言をいただくとともに、重複した質問は行わないようにお願いいたします。

なお、先日お配りした資料にもございますが、証人を侮辱し、または困惑させる尋問、誘導尋問、

重複する尋問、争点に関係しない尋問、意見の陳述を求める尋問、証人が直接経験しなかった事実

について陳述を求める尋問はできませんので、そのような質問については委員長の権限で中止を求

める場合もございます。

それでは、能率的な議事進行ができますようご協力をお願いいたします。



- 4 -

なお、報道関係者の方に申し上げます。証人が証言しやすい環境づくりのために、カメラ等によ

る撮影については、証人が宣誓を行うまでとし、証言中の撮影は禁止といたしますので、ご協力を

お願いいたします。

また、証人の入場時の際の撮影についても、これを禁止いたします。撮影に当たっては、特段の

ご配慮をお願いいたします。

最初に、厚木雅之さんに入室していただきます。

〔厚木雅之証人入室〕

〇委員長（内海まさかず君） 厚木雅之さんにおかれましては、本日はお忙しいところ、ご出頭いた

だきまして、誠にありがとうございます。本委員会の調査のためにご協力のほど、よろしくお願い

いたします。

それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問については、地方自治法第100条

に規定があり、またこれに基づいて民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになって

います。これによって、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合に

は、これを拒むことができることになっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、

４親等内の血族、３親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人ま

たは証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、また

はこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、

助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれ

らの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき及び

技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒む

ことができます。これらに該当するときは、その旨、お申出お願いいたします。それ以外には証言

を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、６か月以下の拘

禁刑または10万円以下の罰金に処せられることになっています。さらに、証人に証言を求める場合

には、宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓についても、次の場合はこれを

拒むことができることになっています。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の血族、３

親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受

ける者に著しい利害関係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。そ

れ以外には宣誓を拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、３

か月以上５年以下の拘禁刑に処せられることになっています。以上のことをご承知いただきたいと

思います。

それでは、法律の定めるところによって、証人に宣誓を求めます。傍聴者、報道関係者を含め、

全員ご起立願います。

〔全員起立〕
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〇委員長（内海まさかず君） 宣誓書の朗読をお願いいたします。

〇証人（厚木雅之君） 宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加

えないことを誓います。令和７年10月31日、厚木雅之。

〇委員長（内海まさかず君） ご着席ください。

〔全員着席〕

〇委員長（内海まさかず君） 証人は宣誓書に署名、押印をお願いいたします。

〔署名、押印〕

〇委員長（内海まさかず君） これから証言を求めることになりますが、発言の際には、その都度、

委員長の許可を得てされるようにお願いします。

また、委員及び証人におかれましては、発言の際は委員長の指名後、マイクのスイッチを入れて

発言をお願いいたします。着席のままお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。本日は事前に証人に通知した事項について、証人より証言を求める

ものでございますので、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう、ご協力お願いいたし

ます。また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますようお願いいたします。

今回の百条委員会の目的は、行政の事務事業が適切に行われたかの調査を行い、問題点を指摘し、

改善していくことを目的としております。百条委員会として、職員個人の責任を追及することは考

えておりませんので、そこはご理解ください。

当時の状況をそのまま証言していただけることが、栃木市政の、行政の改善につながります。そ

のことをご了解していただければと思っております。我々の調査の中で、当時の学童保育事業を行

政が運営していくことは大変厳しい環境であったことが判明しております。職員各位の尽力に感謝

していることも述べて尋問に入りたいと思います。

まず、委員長から所要の事項をお尋ねします。

それでは、お尋ねいたします。あなたは厚木雅之さんですか。

〇証人（厚木雅之君） はい、そうです。

〇委員長（内海まさかず君） 現在の職業をお述べください。

〇証人（厚木雅之君） 地方公務員です。

〇委員長（内海まさかず君） それでは尋問に入りますが、私たち委員は真実を明らかにすることを

念頭に尋問させていただきます。証人は事実を述べていただくことになっておりますので、自らの

意見を述べることや、知らないことを証言する必要はありません。知らないことは、知らないとお

答えいただいて結構です。また、今回の証言を求められた事項の範囲で証言していただければ結構

です。なお、証人は委員に質問や反論することはできませんが、尋問の内容が不明確であった場合、

委員長の許可を得て確認することはできますので、そのときにはお申し出ください。

各委員から尋問させていただき、その後、必要があれば私からも質問をさせていただきます。
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まず、厚木証人にあらかじめ通知した証言を求める事項は、学童保育事業の実態の確認に関する

事項、補助金申請から支払いに至るまでの事務手続に関する事項となっております。

委員の皆様からご質問がある場合はお願いいたします。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 厚木証人におかれましては、大変お疲れさまでございます。

今回の百条委員会に提起されております学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調

査特別委員会の調査期間は、令和３年度から令和６年度までとなっておりますが、この調査期間内

での役職及び主な職務内容をお伺いいたします。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 令和３年から４年に関しましては別の課に所属しておりましたので、この件

には一切関わっておりません。令和５年度につきましては、係の庶務及び直営の学童保育の承認事

務であったりとか、そういった面を主に担当しておりました。令和６年につきましても、引き続き

承認事務並びに施設、今回の補助金とかですか、そういった関係も年度途中から担当するようにな

った形になります。

以上になります。

〇委員長（内海まさかず君） 大丈夫ですか。

天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） ご苦労さまでございます。

私のほうからは、当該事業、陽光学園ひまわり学童クラブについて、詳細な関わりがあるかどう

かの確認だけお聞かせください。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 令和５年度につきましては、直営の学童保育の承認事務とかをメインに年度

当初はやっておりましたが、年度途中からこの事務に関わってきたという形になります。

以上になります。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 年度途中といいますと、令和５年の多分９月、10月でよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 具体的な、いつ頃というのは覚えていないのですけれども、その頃か、その

頃になるかと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 皆さんに聞かせてもらっております。補助対象者、陽光学園の代表者で

あると佐山和章氏との関わりについてお聞きいたします。電話やメール、対面も含め、まずはお話

をされたり、関わったことはございますか。
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〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 何回かあります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そのお話の内容、言える限りお話ししていただけますか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） この補助金に関してということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そこはお任せします。補助金に関わることだと判断されることをお願い

いたします。

〇証人（厚木雅之君） 補助金に関して、初めてお会いしたのは12月かなと思います。ただ、佐山さ

んとは７月頃に別の事務の関係で、１度お会いしたことはあると記憶しています。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 別の事務というのは、この事業とは関係ないものということでよろしい

でしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） はい、そうです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 確認します。12月というのは、令和５年の12月頃ですか。

〇証人（厚木雅之君） 令和５年の12月です。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 関わりはあったということで、お話もされたと思いますが、そのときの

佐山氏の印象はどのように感じていることを覚えていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 特にどういったという印象はないのですけれども、いつも笑顔でいる方かな

という印象はあります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、対象法人の役員、園長なども含め、関係者と電話、メール、

対面等で関わりはあったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 先ほどと同じ感じになってしまうのですが、園長とは７月に陽光学園に別の

関係でお伺いしたときに、佐山さんのほうから、園長を含め、板倉校の職員、板倉校に伺ったので、

園長ですというような、職員ですみたいな感じで紹介をされた記憶はございます。

〇委員長（内海まさかず君） それは令和５年でしょうか。
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〇証人（厚木雅之君） 令和５年です。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） この事業に関する内部通報、情報提供等、何かお話を聞いたことはあり

ますか。内容はまだ聞きませんが、ありますか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 情報提供の内容に関わることは一切お答えできませんので。

〇委員長（内海まさかず君） そのようなことがあったのかというのは。

〇証人（厚木雅之君） 情報提供があったのかということでよろしいですか。すみません。情報、園

長からという。

〇委員長（内海まさかず君） では、質問を明確に。大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 園長だけではなく、理事も含め、関係者からの情報提供は、まずあった

のか、なかったのか、お聞きします。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 情報提供の内容に関わることなので、そこはお答えは控えさせていただきた

いと思います。

〇副委員長（大浦兼政君） だから、あったということでしょう。ある内容が。

〇証人（厚木雅之君） いや、理事から、園長含め理事からと言われてしまうと。

〇委員長（内海まさかず君） 今の聞き方は、関係者からあったかどうかということなのですけれど

も、その部分。内容のことについてはお尋ねはまだ、お尋ねはしておりませんので。これは周知の

事実になって、委員会でも発言されていることなので。

〇証人（厚木雅之君） 関係者、園長含め誰でもいいというイメージですか。申し訳ありません。で

あれば、情報提供はありました。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それは厚木さん自身が聞いたことなのでしょうか。それとも課内での認

識になるのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 答える……

〇委員長（内海まさかず君） そうですね。

〇証人（厚木雅之君） 聞きました。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。

〇委員長（内海まさかず君） 関係者から直接聞かれたということですか。

〇証人（厚木雅之君） はい、そうなります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 実はいろいろな場所でという話が出てきましたが、それはこの現場でし

ょうか。すみません。回数についてなのですが、１度なのか、それ以上なのかの確認をしたいと思

います。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 情報提供者ということでよろしいでしょうか。

〇副委員長（大浦兼政君） はい。

〇証人（厚木雅之君） 情報提供は１回のみなので、１度だけになりますかね。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） そこのお話を聞いた場所は、市役所庁舎内ですか。それ以外ですか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 市役所内で聞きました。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。ありがとうございます。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 大変本日はお疲れさまでございます。

厚木証人のお話の中に、一番最初に令和５年の７月に板倉校で佐山氏とお会いしていらっしゃる

ということでございました。当該事業と直接関わりがあったか、ないかはさておきまして、どのよ

うな要件で板倉校に赴かれたのか、伺いたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 運営費、委託料のほうの支払い事務に関して、必要な書類を取りに行きまし

た。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それは藤岡校の運営委託費ということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） はい、そうなります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、なぜ藤岡校でなく板倉校だったのか。その理由等についてはお分

かりになっていらっしゃいますか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 詳細な理由は分かりません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、板倉校で会いたいというお話は先方からのお話だったのでしょう

か。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。
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〇証人（厚木雅之君） 直接、私がやり取りしていたわけではなくて、私が藤岡地域に別の要件でや

っぱり行っていたときに、ついでに取りに行ってほしいという話があったので、そちらに伺ったと

いう形になります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 本来であれば、藤岡の委託費等については藤岡校で関係者を含めお話をする

のが普通だと感じるわけですが、それは向こうのほうから場所指定があったということですけれど

も、そのとき藤岡校の視察も含めて行かれたのでしょうか。それとも、藤岡校には行ってらっしゃ

らなかったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 私は書類を取りに行ってほしいと言われたので、そのときは一切藤岡校には

行っていません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 大変申し訳ございません。先ほど一つ聞き忘れました。

情報提供関係は、あるということで、ご本人もこの庁舎内でお話をされたということは事実とい

うことでございますが、それの記録は存在しますか、しませんか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 記録は存在しています。

〇副委員長（大浦兼政君） ありがとうございます。

〇委員長（内海まさかず君） 事前に委員から今後の会議を秘密会にしたいとの申出がありました。

これを諮りたいと思います。

これからの会議を秘密会とすることにご異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ご異議なしと認めます。

ただいまから秘密会にいたします。

少々お待ちください。

〔傍聴者退室〕

〔秘密会開催〕

〔秘密会解除〕

〔傍聴者着席〕

〇委員長（内海まさかず君） それでは、会議を再開いたします。

公開の委員会といたします。
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委員の皆様、何かありますでしょうか。

針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 現地確認のことは、現地は確認したことでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） はい、現地確認はしました。

〇委員（針谷育造君） そうしますと、現地確認の工事前の状況を確認はいたしましたか、改修前の。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人、もう一度お答えいただければと思います。

〇証人（厚木雅之君） 私は確認はしていませんが、いなかったので私は確認していません。

〔「ああなるほどね」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 写真等も、前の状況等についてはいかがでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 写真では見たことがあるとは思います。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） そうしますと、後の問題は目できちんと確認したということでよろしいでし

ょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 改修後につきましては、12月に途中経過、３月末に完了確認ということで、

一応現場は見させてもらったので、確認はしています。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） ビフォアー、アフターという話もありますけれども、前については、今お答

えいただきました。後についての現場確認はしたということですけれども、その中に見積書が添付

されて、工事の内容が説明されたと思うのですけれども、私なんかも一式という工事のまとめ方が、

請求の仕方、そういうのは不思議に思いませんでしたか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） そのときは不思議には思っていなかったです。

〇委員長（内海まさかず君） 針谷委員。

〇委員（針谷育造君） 今となってはいかがでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 今の意見って、言うべきなのですか。

〇委員長（内海まさかず君） お答えいただかなくても結構です。

〇証人（厚木雅之君） 一式って、個別に表記できるものであれば表記したほうがよかったのかなと

は、今思えば感じるところです。
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〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、ちょっと私のほうから資料のほうの提出をお願いさせていただき

ます。古いほうの赤インデックス１の５、どこでもいい、ほかでもいいのですが、岩舟校の請求書、

見積書が添付されている書類ということで、取りあえず一番最初に出された黒塗りの書類を出させ

ていただきました。黒塗り書類の金額等について、厚木証人は当初から御覧になっていたかと思い

ます。その金額の正当性について、部署内で論じたことはあったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 金額は内容について話した記憶はありません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 内容について話した記録はないということは、言い換えますと、この金額が

正当かどうかの確認もしていなかったと取れるのですが、そういった認識でよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 高い、安いということなのだとは思うのですけれども、そういった話をした

かどうか、ちょっと記憶にはないです。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、金額のほうから物品についてのほうに質問させていただきますが、

岩舟校において160万円を超えるＡ３カラーコピー機のほうが導入されております。昨日の田沼係

長のほうからも、課内で、ちょっと高いのではないか、必要なのかどうかというお話が出ていたと

いうふうに聞いております。それについて、厚木証人も同意されますか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） そういう話をしたかということですか。高いと思ったかということですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇証人（厚木雅之君） 私はちょっと覚えてはいないですけれども。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 令和６年の３月28日、現地確認をされていて、その確認をしましたというこ

とで、厚木証人の判こが押されたものが上がってきております。ということは、新しい岩舟校の内

部を全部確認してきた中で、当然このカラーコピー機160万円を超えるものがあったと。田沼さん

におかれましては、あったのは確認しているということでございましたが、果たしてこのスペック

のカラーコピー機が、当時７人ほどしかいない学童保育の現場に必要だったのかどうかということ

についての論議はございましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 必要か、不要かという話は、した記憶はありません。法人側が必要だという

ことであれば、コピー機は当然必要なものなので、認めたというか、という形になるかと思います。
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〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） そうしますと、コピー機は必要だということであれば、コピー機にもいろん

な種類がございまして、価格も様々でございますが、通常、学童保育の使用頻度等考えますと、こ

のスペックのものが必要と感じるのであれば、値段が幾らしても、それは認めるというのが当時の

考え方だったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） どこまで認めて、どこまで認めないという話をしたことはないので、ちょっ

と当時どういう判断かと言われますと、判断していないというか、分からないとしか、ちょっとお

答えができません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 別にそれを追及しようとして言っているわけではなくて、当時の課内、確か

に証人が、皆様、口をそろえておっしゃるとおり、人員が足りなくて、非常に多忙な毎日の中、業

務に精励されていたということは伺っております。秘密会の中で本当は言うべきだったのでしょう

けれども、そこまでやっている時間がなかったというのが現状であったと捉えてよろしいでしょう

か。それとも、もともとそういったものを精査するというような習慣がなかったと捉えてよろしい

のでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） ちょっと令和５年度に来たので、習慣と言われますと、ちょっと過去のこと

が分からないので、そこについては何ともお答えはできません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） では、質問の方法を変えます。市役所内では、こういったものの金額妥当性

について、何をもって基準として判断をしているのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木さんが関わった中で、同様なことがあった場合のことということ

ですね。経験した中でお話しいただければと思います。

〇証人（厚木雅之君） 同じようなことはあまり経験したことないのですが、国の補助事業とか絡ん

でいるものに関して言えば、見積書、２者必要だというふうに国のほうからもう指定されているも

のもあったりもしますので、物によるというか、補助金とかの種類にもよるのかなとは思います。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、このカラープリンターについてはいいのですが、パソコンも４台

購入されております。これについて現地で確認をされましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） はい、パソコンは確認しています。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。
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〇委員（広瀬義明君） ４台購入されておりますが、４台とも確認をされたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） ちょっと台数が何台あったか、当時、４台確認したか、ちょっと分からない

ですけれども、パソコンがあったのは確認しています。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） すみません。追加の書類提出を許可願います。

〇委員長（内海まさかず君） はい。

広瀬委員、資料の説明をお願いします。

〇委員（広瀬義明君） 資料が、赤インデックスの２の１です。２の１の中にあります令和５年ひま

わり学童保育岩舟校補助金補助対象経費の修正についてということで、こちらも証人がお関わりに

なっていらっしゃるものだと思いますが、それについて間違いありませんよね。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 今年度の調査は関わっております。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それについてお伺いします。先ほどパソコンが４台あったかどうかまで、数

は確認していないということでございました。この調査を行っていただくに当たって、２台が使わ

れていないのを確認し、なるべく活用していただきたいということをお伝えしてきたと記録に残っ

ております。ということは、当時から、４台中、全てが使われていたということにはつながらない

のではないかと思いますが、４台配備をされ、当初から４台が使われていたかどうかということに

ついては、使われていたであろうというよりも、台数については覚えていないということで間違い

ございませんね。

〇委員長（内海まさかず君） 繰り返しになりますが、厚木証人、お答えいただければと思います。

〇証人（厚木雅之君） 令和５年度に現地確認した際に、パソコンが４台あったという、４台あった

のか、３台あったのかという記憶は今はないということになります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） これは私の私見をここで申し述べるつもりもないのですが、それではダウン

ライトですとか、そういったものが多くの数、使われずにおいた。いわゆる未施工であったという

ことでございますが、現地確認をしたときに、購入された台数分のライトがきちんと取り付けられ

ていたか、数量までは確認はされていなかったということでよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） その確認は漏れていました。確認はしていませんでした。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） ちなみに我々の調査によりますと、皆さんのこの調査によりまして、藤岡校



- 15 -

で使われるべきであったライトが、１つ、板倉校のほうにどうやら使われているらしいと、行って

いるらしいということが、皆さんの調査で判明しております。ただ、板倉校にあるかどうかの確認

はしていないということでございましたけれども、それを確認ができなかった理由についてお伺い

させていただきます。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 板倉校に置いてあるというような発言だったのかなと、私は記憶しているの

ですけれども、今年度伺った際は、やっているか、やっていないかという視点で見に行きましたの

で、やっていないのであれば対象から外すという形で考えていましたので、板倉に実際にあるのか

までは確認はしていないという形です。拒否されたとか、そういうわけではなく、確認をしなかっ

たという形です。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 加えまして、請求書のほうも幾ばくかの疑義が生じて、139万円でしたか、

総額、金額に差異が生じているところでございますけれども、この差異というのは当時確認、そし

て書類が提出されたときに現地確認と併せて見抜けなかったものだったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） ごめんなさい。具体的にどのことになりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） そうですね。例えば、いなかったのですよね。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員（広瀬義明君） 失礼しました。では、請求書については結構でございます。

ちなみに、これは資料提出いただいたときにいらっしゃった、証人もいらっしゃったので、お伺

いしますが、従前、我々がいただきました提出書類の中で、岩舟校の領収書が入っているものがご

ざいました。ちょっと資料的に、資料は結構です。資料番号は結構なのですが、最近、改めて提出

いただいた新しいほう、皆さん、新しいほうのインデックスにあります岩舟校分に、以前は附属さ

れていなかった領収書が、今度は添付されていると。そういったものがございまして、それについ

ては、なぜなのだろうとずっと疑問に思っていたのですが、お分かりになりますかね。

〇委員長（内海まさかず君） もうちょっと具体的に説明していただければと思います。

〇委員（広瀬義明君） 新しい資料は１の３でございます。

〇委員長（内海まさかず君） １の５にもある。

〇委員（広瀬義明君） 前の資料は１の５になりますね。

〇委員長（内海まさかず君） 補助事業実績報告書。

〇委員（広瀬義明君） このうち、タヌマ内装さん分と三菱電機ビルさん、この２つの支払いに関す

るものが、以前は添付されていなかった。それが一番最近、今月に入ってからいただいたものには
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添付があったと。そういったことって、あり得るのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 具体的にいくと、支出負担行為の書類にないけれども、支出がされて

おり、後日、業者から支払い証明が出された。ちょっと資料を理解するので、少しお時間かかるか

もしれませんが、支出負担行為の中で、支払いましたよというものが添付されていないのに、いな

かったのですけれども、それが新しく、百条で資料を請求すると業者のほうから出てきたと。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ごめんなさい。業者からではなくて、新しく出てきた資料だっけ。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） 分かればなのですけれども、多分。

〇委員（広瀬義明君） すみません。証人、もし分かりづらいようでしたら、質問を少し変えさせて

いただきます。今、１の３と赤いインデックス、新しいほうの１の３というのが、業者のほうから

出てきた資料だということで、業者から出てきた資料にはきちんと支払いの領収書を証明する書類

がついているのですが、それまで補助金を申請する、市で作成した、所管で作成した、それまで、

これは陽光学園のほうで作成するのが普通なのですが、そこには、今申し上げたタヌマ内装さん、

そして三菱電機ビル、この２つの支払いを証明する書類がなかったのです。それなのに補助金申請

が通ったということが、私は不思議でならないなのですが、その理由についてご存じでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 証人、答えることができますでしょうか。分からなければ分からない

で構いません。

〇証人（厚木雅之君） 市で作成した負担行為等に領収書がついていないよということでよろしいの

ですよね、最終的には。ということですよね。

〇委員長（内海まさかず君） はい。

〇証人（厚木雅之君） 当時の判断として、三菱電機さんとかで請求書が出て、払わないということ

は当然、そもそも請求書の添付が必須ではなかったというところもありますし、請求書が出ている

ということは当然完了して支払うべきものであるという考えの下で、請求書がなくても認めた。そ

のまま進んだという形になると記憶しています。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それでは、市の考え方としては、請求書があろうとなかろうと、領収書があ

ろうとなかろうと、使用目途がはっきりして、工事をしているということであれば、補助金を下ろ

すのに、条件としては差し支えがないという判断で行っているということでよろしいのですね。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 全ての補助金等がそういうことではないかとは思うのですが、今回に関して

はそういう判断をしたという形になります。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。
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〇委員（広瀬義明君） 全てがそうではないけれども、今度は、今回については、そういう判断をし

たというその判断の根拠というのはどこにあったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 具体例はちょっとあれですけれども、過去の経験でも、請求書がないといけ

ないものと、請求書がなくてもオーケー、あってもオーケーというか、どっちの補助金も多分制度

としてはあると思うので、一概にこれはいい、これは駄目とかということではないと思っていてで

す。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） その点については、多分水かけ論になっていきそうなので、申し上げません

けれども、それでは、これは一般論の確認になりますが、請求書だけでは、我々民間は証拠にはな

らない。証拠としては、やっぱり支払いましたというものが最後必要になってまいります。例えば

支払いが仮にないまま済んでしまった。この金額を確かに使用しておりますという根拠がなければ、

実際にこの補助金が満額きちんと使われていたという証拠にならないと私は考えるところでござい

ます。ここから先については証人に伺うことでもないので、今までの証人のお話で了とさせていた

だきます。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） 今、資料的には１のほうを見ているのでしょうか。それで、まず請求書の株

式会社シンアイさんですけれども、請求書が880万円、税込みでね。その明細がその裏にずらっと

載っているのですけれども、私、この明細のほうを計算したところ、804万3,000円となるのです。

値引きというふうに、４万3,000円を値引きしますよというふうな項目はないので、この800万円ち

ょうどで、消費税込みの880万円というのは、そこら辺のチェックというのはなされていなかった

ということなのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） チェックをしていなかった形になります。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。

〇委員（白石幹男君） それと、ちょっとページをめくってもらって、これはＴｅｃｈＤｅｓｉｇｎ

か、ＴｅｃｈＤｅｓｉｇｎの161万7,000円と132万円の分かな。これを合わせたやつの振込の記述

というか、があるのですけれども、これは通帳の写しかなと思うのですけれども、誰の通帳かとい

うのも、この表示では分からないですね。そこら辺のチェックもしていなかったということなので

すか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 金額のみでチェックをして、通帳では確認をしていませんでした。

〇委員長（内海まさかず君） 白石委員。
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〇委員（白石幹男君） そういうことはあり得るのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） ちょっと過去のことはちょっと分からないところはありますけれども、本来

であれば口座名義とかはつけておくべきだったのかなとは思います。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 今の口座のお話です。これは求めたけれども、口座を持ってきてくださいと

か、こっちでコピーしますからとか、表面の部分もコピーで一緒に出してくださいとか、そういう

請求手続をしたのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） 具体的に表紙を取ってほしいとかというふうには言っていないとは思います。

支払いが分かる書類が欲しいというような伝え方をしていますので、そこまでは求めていないです。

〇委員長（内海まさかず君） この支払いに関しては、厚木証人が関わっていらっしゃるのでしょう

か。支払いの部分ですね。岩舟校の書類、その他のところで。

〇証人（厚木雅之君） そうです。はい。やっていましたので、関わりはあります。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） そうすると、補助事業者のほうで何か資料提出を拒んだとか、そういう話で

はないのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） はい。特に拒まれた記憶はありません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） この書類については、当然係長、課長と見てもらうわけですけれども、この

口座の写しも含めて、これでは駄目だとか、そういう助言とかアドバイスとか、そういう話はあっ

たでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 厚木証人。

〇証人（厚木雅之君） あったか、なかったか、ちょっと記憶にはありません。

〇委員長（内海まさかず君） 皆様、ほかにありますでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇委員長（内海まさかず君） 最後に私のほうからお尋ねしたいと思います。

岩舟校の改修に関しては、12月に１度行かれているという話でしたけれども、そのときどのぐら

いまで進んでいるかなというのは覚えていらっしゃいますでしょうか。

〇証人（厚木雅之君） 具体的には覚えていませんが、壁紙はまだやっていないなと思った印象はあ

ります。

〇委員長（内海まさかず君） 支払いは９月に880万円という支払いが済ませているのですけれども、



- 19 -

でも、普通ならば、工事が終わった後、お金を払うでしょうけれども、今回、これは工事よりも先

に払ってあるのではないかなというふうには思いましたが、すみません、これは私の感想です。聞

かなかったことにしてください。

それと、あと、当時の職場環境について、これはちょっとどうしても、証言を求めるところでは

ないのですけれども、我々の調査でも、また昨日の部長の答弁でも、100時間を超える残業をする

だとかというような状況であったということがあるのですけれども、厚木証人が勤務をしていて、

職場の状況というものはどのように感じられていましたでしょうか。答えづらかったら答えなくて

もいいですけれども。

〇証人（厚木雅之君） 多分、さっき、今までお話の中、人が少なかったとかという話があったのか

と思うのですけれども、人は少ないという印象というか、はありました。１人当たりの負担が大き

いなというのは感じました。

〇委員長（内海まさかず君） 以上で厚木雅之さんに対する尋問を終了いたします。

厚木雅之さんにおかれましては、長時間にわたり誠にありがとうございました。

ここでご退席をお願いいたします。お疲れさまでした。

〔厚木雅之証人退室〕

〇委員長（内海まさかず君） ここで暫時休憩いたします。再開は１時に再開いたします。

（午前１１時４１分）

〇委員長（内海まさかず君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 １時００分）

〇委員長（内海まさかず君） 次に、小川稔さんに入室していただきます。

〔小川 稔証人入室〕

〇委員長（内海まさかず君） どうぞおかけください。

小川稔さんにおかれましては、本日はお忙しいところご出頭くださいまして、誠にありがとうご

ざいます。本委員会の調査のためにご協力のほど、よろしくお願いいたします。

それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問については、地方自治法第100条

に規定があり、またこれに基づいて民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになって

います。これによって、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合に

は、これを拒むことができることになっております。それは、証言が証人または証人の配偶者、４

親等内の血族、３親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人また

は証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、または

これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助
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産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれら

の職にあった者がその職務上知り得た事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けるとき及び

技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒む

ことができます。これらに該当するときは、その旨、お申出お願いをいたします。それ以外には証

言を拒むことができません。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだときは、６か月以下の

拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられることになっています。さらに、証人に証言を求める場

合には、宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓についても、次の場合はこれ

を拒むことができることになっています。すなわち、証人または証人の配偶者、４親等内の血族、

３親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を

受ける者に著しい利害関係がある事項について尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。

それ以外には宣誓を拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、

３か月以上５年以下の拘禁刑に処せられることになっています。以上のことをご承知いただきたい

と思います。

それでは、法律の定めるところによって、証人に宣誓を求めます。傍聴者、報道関係者を含め、

全員ご起立願います。

〔全員起立〕

〇委員長（内海まさかず君） 宣誓書を朗読願います。

〇証人（小川 稔君） 私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないこ

とを誓います。令和７年10月31日、小川稔。

〇委員長（内海まさかず君） ご着席願います。

〔全員着席〕

〇委員長（内海まさかず君） 証人は宣誓書に署名、押印を願います。

〔署名、押印〕

〇委員長（内海まさかず君） これから証言を求めることになりますが、発言の際には、その都度、

委員長の許可を得てされるようお願いいたします。

また、証人及び委員におかれましては、発言の際は委員長の指名後、マイクのスイッチを入れて

発言をお願いいたします。その際は着席のままお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。本日は事前に証人に通知した事項について、証人より証言を求める

ものでございますので、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動のないよう、ご協力お願いいたし

ます。また、委員の発言につきましては、証人の人権に留意されますようお願いいたします。

まず、委員長から所要の事項をお尋ねします。

それでは、お尋ねいたします。あなたは小川稔さんですか。

〇証人（小川 稔君） はい、そうです。
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〇委員長（内海まさかず君） 現在の職業をお述べください。

〇証人（小川 稔君） 地方公務員です。

〇委員長（内海まさかず君） それでは尋問に入りますが、私たち委員は真実を明らかにすることを

念頭に尋問させていただきます。証人は事実を述べていただくことになっておりますので、自らの

意見を述べることや、知らないことを証言する必要はありません。知らないことは、知らないとお

答えいただいて結構です。また、今回、証言を求められた事項の範囲で証言していただければ結構

です。なお、証人は委員に質問や反論することはできませんが、尋問の内容が不明確であった場合、

委員長の許可を得て確認することはできますので、その際にはお申し出ください。

各委員から尋問させていただき、その後、必要があれば私が総括的、また補足尋問をいたします。

小川証人にあらかじめ通知した証言を求める事項は、学童保育事業の実態の確認に関する事項、

補助金申請から支払いに至るまでの事務手続に関する事項となっております。

委員の皆様からお願いいたします。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 小川証人におかれましては、大変お疲れさまでございます。

今回の百条委員会に提起されております学校法人陽光学園ひまわり学童クラブ補助金に関する調

査特別委員会の調査の期間は、令和３年度から令和６年度までとなっておりますが、調査期間内で

役職及び主な職務内容をお聞きしたいと思います。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 役職につきましては、こども未来部長。業務の範囲については、現子育て総

務課、それと保育課、こども家庭センター所管業務が私の所管となっております。

〇委員長（内海まさかず君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 確認したいと思いますが、令和５年度、６年度のこども未来部長でいらっし

ゃったということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 本日は大変ご苦労さまでございます。

私のほうからは、陽光学園ひまわり学童クラブの関わり方ですか。一応部長という職は分かるの

ですけれども、その関わり方、詳細についてお伺いいたします。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 私と直接陽光学園の方とお会いしたことはございません。現場において、そ

れぞれ補助の申請で担当者が関わりを持ち、また運営状態に入ってからは、そこを担当のほうで見

て回る。あとは月報とか、そういったものを所管課のほうで提出を受ける。そういったような関わ
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りです。

〇委員長（内海まさかず君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） そういうことについての確認、承認ですか、ということでよろしいでしょう

か。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい。担当課の部分を統括している部長であったということの承認というこ

とになります。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 今、陽光学園の方とはお会いしたことないと言っていました。ごめんな

さい。個人名を出して再度の確認します。代表者である佐山和章氏及び陽光学園の理事等を含む関

係者、誰ともお会いしたり、電話で話したり、メールでのやり取りもないということでよろしいと

いうことですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 私の記憶している限り、一切ございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 今までの調査の中で、内部通報的なもの、情報提供というものがあった

という事実が確認できました。部長として、当然それはあったということはご存じですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、それは承知しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、内部通報のときも担当者、どなたかが話したということで、

部長としては話していないということになります。現場にどなたかが、例えば栃木市役所にやって

きて情報提供を行っているという事実があった。その日がいつだったのかとか、その現場にいて、

今、そういうこと言われているのかなと分かる記憶はございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） その内容がどういう内容か、そこまでは承知しておりませんが、担当のほう

で報告を受けているという話は伺っております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） すぐさま課長や部長、上級職の方への報告は遅滞なく行われましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい。そういったことに限らず、緊急性があるものについては、当然口頭で、

課長、そして私、部長であった私のほうにも報告は上がります。そういう状況でした。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。
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〇副委員長（大浦兼政君） 例えばそれは市役所内部で、相手方がやってきた場合に限らず、どこか

に行って言われたことも含め、全ては把握しているということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 当然そこで担当の者に相談とか、様々な通報もあったかと思いますけれども、

やはり重要なもの、そういったものについて、上がってきていたというような記憶はございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それは、現在、記録簿として記録上、全て残っていますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 全て残っているかどうかは、私の記憶にはちょっとございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 全てでなくても、今現在あるという事実は、記録があるという事実はご

存じでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） どの記録なのかは分かりませんけれども、重要な案件であれば記憶は残って

いるものと考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 記録を残すことに対する決裁、許可というものは部長がするものではな

いのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） その案件の内容によって、課長であったり、その重要性があれば部長まで上

がる、そういったような決裁になっていたと記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、部長として決裁が必要な情報提供は現にあって、それが資料

として残っているという事実はございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） すみません。今となっては、あったような気もしますけれども、そこは定か

ではございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） それでは、その内容も覚えていないということでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい。具体的な内容について、事細く記憶してございません。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 我々の情報によりますと、それなりのやっぱり、この前段である委託、
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また補助に関わる可能性があると私は判断しておりますが、そういった大きな情報かもしれないの

ですが、記憶にないということで間違いないでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 具体的にいくと……

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。印象深いものであると思いますが、その印象もなかった

ということでよろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人、答えられればお答えください。

〇証人（小川 稔君） 今おっしゃっているご質問の委託とか、補助とか、そういう相談というよう

なご発言だったと思いますが、それは誰に対しての補助とか、委託とかということを想定してのご

質問か、ちょっと確認したいのですが、よろしいでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 今回の百条に関係があります陽光学園に対する補助や委託、そういった

ものを行う際に、今後、適格性の証明というものが必要になってくる話もあると思いますが、それ

に該当するような話であったのではないかの確認をしたいのですが、そういう意味で、インパクト、

記憶があってしかるべきかなと判断はするのですが、そういった意味でも、そのときの内容、記憶

がないということで確認させてください。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） まず、委託についてですけれども、学童事業を委託するには、前段で学童を

実施するという届出、これは福祉総務のほうに届け出ることになっております。その届出について

は、あくまでも一方的な届出ということで、許可は、たしか許可とかそういったものは出していな

いかと考えております。

また、補助金、今回の令和５年度、岩舟校に対する補助金につきましては、私が着任する前、令

和４年度、そちらに予算要求をして、令和５年度当初予算ということで位置づけられていた内容で

すので、基本、それは執行するという立場にありました。

以上でございます。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その情報提供によるものの調査、それによる指導は行いましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 補助の関係とちょっと時期がずれておりまして、あくまでもそういう情報提

供的な話は、令和７年に入ってからの話だと思いますので、そことのまずつながり性はないのかな

と、私は感じております。なお、調査に入ったかということにつきましては、適宜必要があれば担

当のほうで入っていたと考えております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 報告を受けた際、これはこの補助金事業の根底を覆す可能性を見て、部
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長として何か指示を出した記憶はありますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 補助金と委託ということで、少し切り分けをお願いしたいと思います。補助

金は施設を運営する前に改修、環境整備補助金ということで支出していくものであり、委託料につ

いては、学童の事業、そちらの実績に応じて支払うものが委託料となっております。

また、委託料につきましては、すぐお金を支払うというシステムにはなっておりません。まず、

たしか記憶ですと６か月ぐらいは様子を見るということもあります。そのほか要件としては、やっ

ぱり最低でも子供は20名以上預からないと支払いはしないというような条件づけをしていたと記憶

しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 切り分けて話すということでいただきまして、ありがとうございます。

ただし、今回の要件といたしましては、委託が開始されることが条件の整備補助金であったとい

う資料もございますが、部長としてはどのような認識でいらっしゃったのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 国のほうの交付要綱の中では、委託ということではなく、翌年度に事業を実

施するというのが条件であったと記憶しておりますので、お金が支払われる、支払われないに関係

なく、その学童事業を実施するということが条件であったと記憶しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 学童をやるから申請、学童をやる予定で申請ができるという補助金であ

ったということでよろしいですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、私はそう理解しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） ちょうど補助金の性質上、400万円、400万円、400万円と、国、県、市

で分かれていたと思っています。国のほうが優先されるべきなのか、それとも栃木市の要綱等を大

切にして進めるべきなのか。そこら辺のルールは覚えておりますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 補助金の要綱の考え方ですけれども、当然、国の補助、交付金を使う場合は、

国の基準に当然合致しなければなりません。それを補完する意味で市の交付要綱等が整理されてい

る、そういうふうに私は認識しております。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） 例えば市で国の要綱、ルールをさらに弱めていくということは、基本は

あり得ない。国のほうが基本になり、より厳しくすることはあっても緩めることはないという意味
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でよろしいのでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、おっしゃるとおりです。

〇委員長（内海まさかず君） 大浦副委員長。

〇副委員長（大浦兼政君） その内部告発、ごめんなさい。情報提供について、何かお話しできる内

容はございますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 申し訳ございませんが、この場ではお答えすることはできないと考えており

ます。

〇副委員長（大浦兼政君） 分かりました。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 情報提供、内部通報についてなのですけれども、当時の小川部長が決裁をし

た情報というものは、補助金の返還請求を求めた土曜日の水増し請求の部分だったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 私が報告を受けた内容では、補助金の水増しかどうか、そういう可能性があ

るという内容であったと記憶しています。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） ほかに部長として決裁をした情報提供、内部通報というものはあったのでし

ょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） すみません。それはこの陽光学園に限っての。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇証人（小川 稔君） 基本、今年の２月に受けたその情報提供だけしかございません。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、その令和７年２月の情報提供には、複数の項目の情報があったという

ことでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 申し訳ございません。そこまで細かい話、ことまで記憶にはちょっとないで

す。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 令和７年２月の情報提供については、全て調査をしている認識はありますか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 私が多分異動してからも、逐次、そこは確認を取っていたと思われます。
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〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 異動してからというのは、前から。後ということですか。では、もう一回。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 私が役職を退いてからもという意味です。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

小平委員。

〇委員（小平啓佑君） 資料の提示をお願いいたします。

〇委員長（内海まさかず君） 許可いたします。

〇委員（小平啓佑君） 古いほうの赤のインデックス１の４、事前協議と交付決定通知書になります。

よろしいでしょうか。支出負担行為決議書、起票日、令和５年５月８日、決裁日、令和５年５月８

日のものです。これは、部長の欄に当時の小川部長としての印を押してあるものなのですけれども、

この書類は押されましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、押しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） めくっていきますと、事前協議、補助金申請事前協議書がございまして、そ

の１枚戻っていただくと、回議用紙、こちらは令和５年４月４日起案の決裁、４月４日、こちらも

当時の小川部長の印鑑を押してありますけれども、こちらも押されましたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） はい、押しております。

〇委員長（内海まさかず君） 小平委員。

〇委員（小平啓佑君） では、この回議用紙、事前協議書、この印は４月４日の起案、決裁になって

いますけれども、いつ押しましたか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） ここら辺の話につきまして、細かい内容に多分踏み込んでいかれると思いま

すが、そこはこの場でのお答えは控えさせてもらいたいと思いますので、個人的なお話もあります

ので、秘密会にしていただけるとありがたいと考えております。

〇委員長（内海まさかず君） かしこまりました。この件に関しては秘密会にしたいと思います。ほ

かの質問の終わった後、秘密会にいたします。

ほかにございますでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇委員長（内海まさかず君） それでは、秘密会で回答したいとの申出がありましたので、ここで秘

密会に切り替えたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇委員長（内海まさかず君） ご異議なしと認めます。

それでは、秘密会といたします。

傍聴者の方、報道機関の方、申し訳ございませんが、一旦ご退室をお願いいたします。

〔傍聴者退室〕

〔秘密会開催〕

〔秘密会解除〕

〔傍聴者着席〕

〇委員長（内海まさかず君） 会議を再開したいと思います。

皆様、何かございますでしょうか。

広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 資料でいいますと、赤い１の４の支出負担行為決議書というところに、よう

やく小川部長の捺印があるかと思うのですけれども、これは先ほど、私の判こで間違いないですよ

ということでおっしゃっているので、その中身のほうについてお伺いします。これ証人の皆様全員

に聞いているのですけれども、この数字について、部内で正当性についての協議を指示、指導、部

長の立場からしたでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 確認なのですけれども、中身の指示、指導ということは、ちょっと具体的に

どういうことを指示、指導したということでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） すみません。皆さんから聞かれますが、この金額が妥当だということを調査

もしくは研究しろというようなことは、部長の立場からおっしゃったことはあったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） この金額については、先ほども申し上げましたように、前年度の予算編成の

中で組み込まれてきた上限額と認識しております。そういったことから、その内容については、そ

の時点で、ざっくりでしょうけれども、聞き取り等行いながら積み上げてきたものだと思いますの

で、私の中ではこの金額をクリアしていることが確認できればよしと捉えておりました。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） では、施工後の確認は書類では分からない部分も多々あったものと考えます

が、現場を確認する人間には、その数字との比較をきちっと見てくるようにといったお話はしてい

ないのですね。
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〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 一般の建築工事の場合ですと、市の建築の担当者、そういったものが関わり

ますけれども、このような事業費補助的なものに関しましては、所管課での対応となります。とな

りますと、当然そこにたけた人間は配置されておりませんので、事務職である係員、担当職員が現

場での状況を確認する。そこまでしか、ちょっと対応はできていないというのが現状でございます。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） それについては証人のおっしゃるとおりだと思います。事務職の人間が、こ

の材料は幾らするのだということを看破するのは非常に厳しいと。しかしながら、備品の数、もし

くは物品のレベルといいますか、性能等については事務職の方では分かると思います。事例を挙げ

させていただきますと、岩舟校においては税込み162万円を超えるような高額なＡ３カラー印刷機

等が購入されておりますが、部長はそういった値段のものが購入されているということについては

把握をされていらっしゃったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 申し訳ないのですが、当時どういうふうにそこを認識していたか、現状では

ちょっと、過去をはかって述べることはちょっとできません。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 部長の立場のところに詳細な報告は、恐らく上がっていなかったのだろうと。

部長には、確認、行ってまいりました、問題がないようですといったような報告しか、実際には上

がっていないのだろうなと推測をしますが、そういったことでよろしかったでしょうか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 申し訳ないですけれども、現場確認してきました、特に問題なく整備は進ん

でいますとか、そういった内容が上がってきたものだと思われます。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 果たして、それがこの学童保育を所管するこども未来部のトップとして通常

だったのですか。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） 今回の補助金については、環境整備ということで、学童事業の中で子供たち

のために使いやすい備品とか、または子供たちにいろんなものを提供するために必要な備品という

ことでの内容となっていたと理解しておりますので、これが高額であったということは確かに事実

でありますけれども、その必要性ということも、担当のほうで確認を取った上で上げてきたものだ

と理解しております。

〇委員長（内海まさかず君） 広瀬委員。

〇委員（広瀬義明君） 過ぎた話でございますが、仮に担当のほうの判断が間違っていたということ
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になりますと、当時の部長責任にもつながってくる可能性があるのですが、そのときの部下の判断

は間違っていなかったと、今でも、そのときは判断したということでよろしいですね。

〇委員長（内海まさかず君） 小川証人。

〇証人（小川 稔君） おっしゃるとおりですし、決裁の中でも、私が判こを押しているということ

は、そのようなことであると当然ながら考えております。

〇委員長（内海まさかず君） ほかにございますでしょうか。

〔発言する者なし〕

〇委員長（内海まさかず君） では、最後に私のほうから少しお尋ねいたします。

当時の職場環境についてお尋ねしたいのですけれども、小川証人が部長になったときには人員を

増やしているということですが、それまでの環境というものに問題があったと思われますでしょう

か。

〇証人（小川 稔君） 職場環境の問題というよりも、社会情勢で非常に苦労した時代が私の前であ

ったかなと思います。令和元年からコロナがはやってしまいまして、当時、私はほかの部門におり

ましたけれども、学童の支援員が足りない、コロナにかかると大変だということで、各課に動員要

請が出ていた時代もありました。そういう中で、少人数で令和４年の頃も対応していたということ

を踏まえますと、人員不足ということもあったのではなかろうかと思われます。そういう意味にお

いては、令和６年に係員が増員できたということは非常によかったのかなと。やはり子供、少子化

は進んでいるけれども、どういうわけか学童に関しては待機が出てきている。栃木市の場合ですと、

国レベルでいいますと、小学校４年ぐらいまででもいいですよという自治体がありますけれども、

本市は小学校６年生まで対応しています。その６年生というのが、最近になっては増えていたとい

うのが、私が部長で対応していた時代の学童の子供たちの推移となっております。

以上です。

〇委員長（内海まさかず君） 以上で小川稔さんに対する尋問を終了いたします。

小川稔さんにおかれましては、長時間にわたり、誠にありがとうございました。

ご退席お願いいたします。

〔小川 稔証人退室〕

◎その他

〇委員長（内海まさかず君） それでは、日程第２、その他に入りたいと思います。

証人喚問の出頭すべき時間を変更する必要が生じましたので、お諮りいたします。

11月４日火曜日午前11時に出頭を要請しております神長利之氏の出頭時間を午後３時15分に変更

したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇委員長（内海まさかず君） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

なお、これに伴いまして、同日予定しております川田俊介議員の参考人招致の時間も繰り下がり

ます。

また、証人喚問に関する手続に関しては、正副委員長にご一任いただきたいと思います。

◎閉会の宣告

〇委員長（内海まさかず君） 以上で本日の会議を終了いたします。

お疲れさまでした。

（午後 ２時２２分）


